
埼玉県障害者芸術文化活動普及支援事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 県は、埼玉県障害者芸術文化活動普及支援事業実施要領（以下「要領」という。）に基づき、障害

者の芸術文化活動を支援する事業を実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号。

以下「規則」という。）に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。 

（補助対象事業） 

第２条 補助対象事業は、要領第４に掲げるとおりとする。 

２ 前項に規定する事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助の対象としない。 

（１）宗教的または政治的な宣伝・主張を目的とするもの 

（２）慈善事業への寄付を目的とするもの 

（３）私的な利益のみを目的とするもの 

（４）その他、知事が定めるもの 

（補助対象経費等） 

第３条 補助の対象となる経費は、前条の事業実施に必要な給与・諸手当、報酬、賃金、共済費、諸

謝金、旅費、需用費（消耗品費及び印刷製本費）、役務費（通信運搬費、手数料及び保険料）、

会議費、使用料及び賃借料、委託費、備品購入費とする。 

２ 補助金の交付額は、前項に定める経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額と、予算の範囲

内において知事が必要と認めた額とを比較して少ない額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数

が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（申請書の様式等） 

第４条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 規則第４条第１項の申請書の提出期限は毎会計年度定めるものとし、その提出部数は１部とする。 

（申請書の添付書類） 

第５条 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

２ 規則第４条第２項第５号に規定する知事が定める事項に係る書類は、以下のとおりとする。 

（１）定款又は寄付行為 

（２）人件費、旅費、諸謝金の支給基準 

（交付決定通知書等の様式） 

第６条 規則第７条に定める交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

（状況報告） 



第７条 補助事業者は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を

書面で知事に報告しなければならない。 

（事業計画変更承認申請書の様式等） 

第８条 補助事業者は、規則第６条第１項第１号及び第３号に定める知事の承認を受けようとする場合、様

式第３号の変更（中止）承認申請書を知事に提出しなければならない。 

（実績報告書の様式等） 

第９条 規則第１３条に定める報告書の様式は、様式第４号のとおりとする。 

２ 前項の報告書は、事業完了後（事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む)３０日以内又は補助金

の交付決定に係る会計年度の終了日のいずれか早い日までに提出しなければならない。 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 規則第１４条の額の確定通知書は、様式第５号のとおりとする。 

 （支払方法） 

第１１条 補助対象事業の円滑な実施を図るために必要があると知事が認めた場合は、補助金の概算払をす

ることができるものとする。 

 （請求書の提出） 

第１２条 補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、第１０条の通知書を受領後、速やかに

請求書を知事に提出するものとする。ただし、前条に該当するときは、第６条の通知書を受領した後に請

求書を提出できるものとする。 

（財産処分制限の緩和期間） 

第１３条 規則第１９条ただし書に規定する知事の定める期間は、事業完了（当該財産の取得）後５年又は

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大

臣が別に定める期間のいずれか遅い日までとする。 

（処分財産の指定） 

第１４条 規則第１９条第２号に規定する知事の定めるものは､事業により取得し、又は効用の増加した価

格が単価３０万円以上の機械、器具及びその他の財産とする。 

２ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に

納付させることがある。 

（善管注意義務）  

第１５条 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理

者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

（報告等の義務）  



第１６条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税にか

かる仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）には、様式第６号により速やか

に、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに、知事に報告しなければならない。

なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還しなけれ

ばならない。 

（書類の整備等） 

第１７条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及

び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５

年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並び

に事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経

過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第

１４条第１項第２項の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保

管しておかなければならない。 

（その他） 

第１８条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３０年５月３１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月２８日から施行する。 

  

  附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 


